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令和２年９月１０日判決言渡 

令和２年（行ケ）第１００４０号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和２年７月２日 

判          決 

 5 

 

原       告        サンクスアイ グローバル プライ

ベート リミテッド 

 

同訴訟代理人弁護士        木   村   貴   司 10 

同訴訟代理人弁理士        廣   田   恵 梨 奈 

   

    被       告        特  許  庁  長  官   

    同 指 定 代 理 人        小   松   里   美 

    同                半   田   正   人 15 

    同                石   塚   利   恵 

主          文 

１ 原告の請求を棄却する 

２ 訴訟費用は，原告の負担とする。 

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定20 

める。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

  特許庁が不服２０１９－５９５４号事件について令和元年１１月１８日に

した審決を取り消す。 25 

第２ 事案の概要 
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 １ 特許庁における手続の経緯等 

  (1) 原告は，平成２９年８月４日，別紙記載１の商標（以下「本願商標」とい

う。）について，同年１月１６日に商標登録出願をした商願２０１７－００２

８７８号に係る商標法１０条１項の規定による分割出願をしたが，平成３１

年２月８日付けで拒絶査定を受けたことから，令和元年５月８日，これに対5 

する不服の審判を請求した（不服２０１９－５９５４号）。 

(2) 特許庁は，令和元年１１月１８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」

とする審決（出訴期間として９０日を附加。以下「本件審決」という。）をし，

その謄本は，同年１２月２日に原告に送達された。 

(3) 原告は，令和２年３月２６日，本件審決の取消しを求めて，本件訴えを提10 

起した。 

 ２ 本件審決の理由の要旨 

   本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりであり，要するに，本願商

標は，別紙記載２の登録商標（以下「引用商標」という。）と類似する商標であ

り，かつ，本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品は同一又は類似の商品15 

であるから，商標法４条１項１１号に該当し，商標登録を受けることができな

いというものである。 

第３ 原告の主張 

 １ 取消事由１（分離観察可能との認定の誤り） 

   以下のとおり，本願商標は，全体として一連一体で不可分的に結合されてい20 

るロゴであり，文字と図形との組合せであっても分離観察することができない

結合商標であるから，これを分離観察することができるとした本件審決の判断

には誤りがある。 

  (1) 外観上の一体性があること 

   ア 本願商標は，左側に，赤色のリボン状のものをハート型様の形状となる25 

ように配置した図形（以下「本件図形部分」という。）が配置され，中央に
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は，本件図形部分と同等の高さの黒色の欧文字「Ｔ」及び同文字よりも若

干小さめのフォントの黒色の欧文字列「ＨＡＮＫＳ」が続けて配置された

上で同文字列の上部に黒色の欧文字列「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒ

ｔ」が配置され（以下，これらの文字部分を「ＴＨＡＮＫＳ部分」という。），

右側に，本件図形部分と同じ高さ，同程度の横幅で，かつ，同様の線で赤5 

色の欧文字「Ａ」と「Ｉ」を楕円でつなげたような文字及び図形からなる

部分（以下「ＡＩ部分」といい，ＴＨＡＮＫＳ部分と併せて「ＴＨＡＮＫ

ＳＡＩ部分」ということがある。）が配置されており，全体として「ＴＨＡ

ＮＫＳ」の文字が大きく目立つ態様で構成されている。 

     このように，本願商標は，左側の本件図形部分，中央のＴＨＡＮＫＳ部10 

分及び右側のＡＩ部分が同じ高さで連続的に横一列に配置されている上，

赤色の本件図形部分及びＡＩ部分が黒色のＴＨＡＮＫＳ部分を左右対称

に挟み込み，また，本件図形部分及びＡＩ部分がほぼ同一の大きさである

など，全体として極めてバランスよく一体的に構成されている。 

   イ そして，本件図形部分及びＴＨＡＮＫＳ部分は，高さが同一となるよう15 

に構成されるなど，配置上の一体性がみられる上，使用される線の態様に

も共通点がみられるなど，外観上の一体性がみられる。 

また，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部分は，欧文字であることが共通する

ほか，同一の書体でほぼ同一の大きさの文字である上，両部分を連続して

みると，原告の商号の一部である「ＴＨＡＮＫＳＡＩ」（サンクスアイ）を20 

構成するものであり，外観上の一体性がみられる。 

さらに，本件図形部分及びＡＩ部分は，同じ赤色で，縦横がほぼ同一の

大きさであり，ＴＨＡＮＫＳ部分を左右対称に挟み込む態様で構成されて

いる上，ＡＩ部分の楕円形状の線の幅，太さ及び色については本件図形部

分と同様のものが用いられるなど，外観上の特徴が共通している。 25 

   ウ 以上のとおり，本願商標の各構成部分は，全体としてバランスよく配置
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されている上，それぞれの部分において特徴的な共通点を有するなど，強

く有機的な関連性を有しているから，外観上のつながりが認められ，全体

として一体的であると評価されるべきものである。 

したがって，本件図形部分を敢えて分離して観察することが取引上不自

然であることは明らかである。 5 

  (2) 観念上の一体性があること 

   ア 原告は，以前から，自己のグループ名「ＴＨＡＮＫＳＡＩ」を「感謝愛」

と訳し，台湾及び中国商標の出願人名の表記においても「ＴＨＡＮＫＳＡ

Ｉ」に該当する部分を「感謝愛」として表記するなど，グループ全体でこ

の一体となったロゴを使用し，「感謝」や「愛」等が企業イメージとして定10 

着するよう活動してきた。 

このような状況の下で本願商標の各構成部分を総合的にみれば，本件図

形部分は，「愛」を暗示する赤色配色からなる上，「心」や「愛」を暗示す

るハート型形状であることから，同部分からは「心，愛，ハート」といっ

た意味合いが一定程度想起され，ＡＩ部分からも「愛（アイ）」といった称15 

呼及び意味合いが表される。また，本件図形部分及びＡＩ部分は，視覚的

にも観念的にも対になるよう両側に配置されている上，ＴＨＡＮＫＳ部分

上部の「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」の文字部分からも「心，愛

との結びつき」といった観念が生じて，それぞれの構成部分から「心，愛」

という共通の観念が生じることとなる。さらに，本件図形部分がハート型20 

様の形状からなる上，ＴＨＡＮＫＳ部分には「Ｈｅａｒｔ」の文字がある

ことから，この点においても，本件図形部分及びＴＨＡＮＫＳ部分は，称

呼及び観念が密接に関連しているといえる。 

イ 以上に加え，「ＴＨＡＮＫＳ」の文字からは「感謝」の意味が生じ，これ

に両サイドの本件図形部分及びＡＩ部分を併せると，本願商標は，「感謝愛」25 

という原告のモットーであり，中国語表記のグループ名を表す語としての
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意味合いが生じるように巧みに構成されている。 

ウ したがって，本願商標は，全体として，視覚だけでなく観念上も密接な

関連を有する結合体として認識，理解されなければならない。 

  (3) 取引の実情 

   ア 世間一般においては，会社名とシンボルマークとを組み合わせて表すこ5 

とが広く行われており，本願商標も，各構成部分について，常にその一体

的な記憶，印象，連想等の下で需要者等に捉えられるのであるから，本願

商標の構成中の一部分を取り出して分離観察することを正当化するよう

な事情を見出すことはできない。 

   イ これに加え，原告が，グループ会社であるサンクスアイ株式会社の会員10 

制サイトにおいて本願商標の指定商品の１つである化粧品を販売し，本願

商標をこれらの製品，パンフレット，ホームページ等において使用してい

るほか，各種会社紹介等においても幅広く本願商標を使用している点を踏

まえると，なおさら本願商標は一体的に観察されるべきものといえる。 

 ２ 取消事由２（要部認定の誤り） 15 

   仮に，本願商標を分離して観察することが可能であったとしても，以下のと

おり，ＴＨＡＮＫＳ部分又はＴＨＡＮＫＳＡＩ部分のいずれかを要部として認

定することができるだけであり，本件図形部分のみを取り出して要部とするこ

とはできないから，同部分を要部と認定した上で引用商標と対比した本件審決

の判断には誤りがある。 20 

  (1) 本願商標の構成からの評価 

   ア 本件図形部分は，図形全体としてみれば，よくあるリボンモチーフを重

ねてハート型様にした形状で単色という単純な構成からなるものであり，

一般的な形状の域を超えた図形ではなく，対比されるＴＨＡＮＫＳ部分や

ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分を無視することができるほど，看者に対して強く支25 

配的な印象を与えるような特異なものではない。 



 

 

6 

   イ(ア) 他方で，本願商標においては，赤い図形様のロゴである本件図形部

分及びＡＩ部分に挟まれた中心に，全体の３分の２程度の割合を占める

大きさで，黒色の「ＴＨＡＮＫＳ」の文字が記載されており，ＴＨＡＮ

ＫＳ部分が，極めて目立つものであり，看者に強く支配的な印象を与え

ていることは，外観上明らかである。 5 

(イ) また，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分は，原告のグループ名を表すものであ

り，かつ，独特の造語であることから，強い自他商品識別力が認められ

る。 

(ウ) さらに，今日の情報社会において文字が果たす情報伝達機能の重要

性に鑑みれば，一般的な図形部分に比して，文字を含む部分が需要者に10 

とって認識し得るような態様であれば，需要者は，文字部分に特に強く

着目するのであるから，その大部分が欧文字表記で構成されているＴＨ

ＡＮＫＳ部分やＴＨＡＮＫＳＡＩ部分は，需要者において，図形である

本件図形部分よりもはるかに注目される部分である。 

(エ) しかも，「ＴＨＡＮＫＳ」の文字や「ＴＨＡＮＫＳＡＩ」の文字は，15 

指定商品との関係において，商品の産地，販売地，品質，原材料，効能，

用途，形状等を明示又は暗示するような用語ではないから，強い識別機

能を発揮するものであり，これらの部分からは，出所識別標識としての

「サンクス」，「サンクスアイ」，「リレイテッドトゥーハート」というよ

うな称呼，「心，愛」，「心，愛の結びつき」，「感謝」，「感謝愛」等の観念20 

が生じるほか，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分からは原告のグループ名も想起さ

れる。 

(オ) 加えて，本件図形部分の色彩が赤色で構成され，語頭に配置されて

いるために，看者が同部分に一定程度注目をするというのであれば，看

者は，同時に，対になっている赤色のＡＩ部分にも注目するはずであり，25 

結果的に全体としてバランスよく構成された本願商標全体に注目する
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ものとみるのが自然であるから，この点を踏まえても，需要者が本件図

形部分だけに着目することはあり得ない。 

   ウ 以上のとおり，仮に本願商標が分離観察可能であったとしても，本件図

形部分は，ＴＨＡＮＫＳ部分又はＴＨＡＮＫＳＡＩ部分と比較して，取引

者，需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える5 

ものとは認められない。また，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＴＨＡＮＫＳＡＩ部

分は，出所識別標識としての称呼，観念が生じるものであり，むしろ本件

図形部分よりも強く支配的な印象を与えるものである。 

     これらの点を踏まえると，本件図形部分が本願商標の要部とはなり得な

いことは明らかである。 10 

  (2) 取引の実情 

ア 会社名とシンボルマークとを組み合わせた企業ロゴは，通常，当該企業

の企業活動全般において繰り返し使用されることから，需要者は，その全

体をロゴとして認識するか，又は会社名の表記部分に着目するのが通常で

ある。それゆえ，会社名を表示する文字部分は，需要者等に対して強く支15 

配的な印象を与える部分となるのであって，本件でいえば，ＴＨＡＮＫＳ

ＡＩ部分がこれに該当する。 

イ したがって，取引の実情を加味しても，本件図形部分のみを抜き出して

着目することはあり得ない。 

  (3) 本件審決について 20 

   ア 「ＴＨＡＮＫＳ」や「ＴＨＡＮＫＳＡＩ」の文字は，指定商品との関係

において強い識別機能を有するから，これらの文字が我が国において比較

的親しまれた英語であるという点は，文字部分の識別力を下げ，相対的に

図形部分の識別性を高める理由とはならない。 

イ 本件図形部分は，一般的な形状の域を超えるものではないところ，本件25 

審決が認定しているように「一見して何を表すものかを認識させることの
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ない図形」なのであれば，需要者は，同部分を頭の中に記憶としてとどめ

ることはなく，一旦記憶したとしても，その外観上の特徴が乏しいために

時間と共に記憶から消えていくことになるのであるから，上記認定は，む

しろ，同部分が外観上極めて弱い識別力しか有さず，本願商標の要部とは

なり得ないことを裏付けているといえる。 5 

 ３ 被告の主張に対する反論 

  (1) 本件図形部分の赤色が見る者の注意を促す色彩であるとすれば，ＡＩ部

分も同様であるはずであるところ，本件図形部分及びＡＩ部分は，線の幅や

太さ，全体の構成に占める幅の割合がほぼ同一で，ＴＨＡＮＫＳ部分を挟む

形で左右対称に配置されているのであるから，需要者等は，まずは本件図形10 

部分及びＡＩ部分に注目した上で，その間に位置するＴＨＡＮＫＳ部分の関

連性に着目し，ひいては本願商標全体を一体的に記憶にとどめるものと考え

るのが自然である。 

  (2) 文字部分が横書きされた商標は，その特性上，一般に左側から順に看取さ

れるものといえるが，本願商標は，図形と文字とを組み合わせた結合商標で15 

あり，かつ，文字部分を両サイドから図形で挟み込んだ特殊な態様のロゴか

らなる商標であるから，文字部分のみからなる商標の議論は当てはまらない。 

  (3) 本願商標は，会社名とシンボルマークとを組み合わせた企業ロゴであり，

需要者等は，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分に注意を引かれるか，又はロゴ全体に注

意を引かれるのであり，本件図形部分のみを記憶にとどめ，その外観をもっ20 

て取引に当たることは想定し得ない。 

  (4) 本件図形部分について，特定の称呼や観念が生じないというのであれば，

同部分自体は，自他商品識別標識としての機能はないか，外観上の識別性の

みを備える極めて識別機能の弱い部分であるということを意味する。そして，

本件図形部分は，全体としてみればよくあるリボンモチーフを重ねてハート25 

型様にしたものであり，称呼や観念において識別機能がないことを凌駕し得
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るだけの外観上の強い識別力を有するものではない。 

(5) 本件図形部分が，我が国において特定の事物を表したもの，又は何らかの

意味合いを表すものとして認識され，親しまれているというものではないと

すれば，必ずしも最初に需要者等の注意を引くとは限らず，どちらかといえ

ば，見る者が認識しやすい文字部分であるＴＨＡＮＫＳ部分又は図形と文字5 

とを併せたロゴである本願商標全体が，需要者等の注意を引き，強く支配的

な印象を与えるものである。 

第４ 被告の主張 

 １ 本願商標の構成態様について 

(1) 本願商標は，左側から，本件図形部分，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部分を10 

横一列に配し，これらを結合した商標であるといえる。 

(2) そして，本願商標は，各構成部分の色彩が同一ではなく，左側から赤色，

黒色，赤色の順で色合いを変えていることに加え，本件図形部分は商品の出

所等を端的に表示するシンボルマークのような印象を与えるものであるから，

各構成部分が，それぞれ，分離した印象を与えるものである。 15 

２ 本願商標の称呼及び観念について 

(1) 本件図形部分が，我が国において特定の事物を表した物，又は何らかの意

味合いを表すものとして認識され，親しまれているというべき事情は認めら

れない。 

他方で，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分は，「ＴＨＡＮＫＳ」の欧文字，多少図案化20 

された「ＡＩ」の欧文字及び「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」の欧文

字からなるところ，「ＴＨＡＮＫＳ」の部分は「感謝」等の意味を有する英語

「ｔｈａｎｋ」の複数形であり，「ＡＩ」は「人工知能」を意味する略語であ

り，「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」は「心に関連のある」といった意

味合いを看取させる英語であって，いずれも我が国において比較的親しまれ25 

た英語や略語からなるものであるから，それぞれの欧文字に相応して「サン
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クス」，「エーアイ」，「リレイテッドトゥーハート」の称呼を生じ，また，そ

れぞれの欧文字は上記意味合いを理解させるとしても，全体としては特定の

観念を生じないものである。 

  (2) 原告は，本願商標からは「感謝愛」や原告のグループ名等の観念が生じる

旨主張するが，一般的に，本願商標のような図形と文字の結合商標に接する5 

需要者は，図形の特徴や文字の意味合いにそれぞれ着目するものの，これら

を必ずしも併せて観念づけるとはいえず，仮に本願商標をそのように着目す

る者がいたとしても，必ずしも原告が主張するような観念が生ずるとはいえ

ない。 

    そして，本願商標が，その指定商品との関係において，需要者の間に広く10 

知られていると判断できるような取引の実情は確認することができないこと

からすれば，本願商標に接する需要者が，本願商標の図形部分及び文字部分

から，原告が主張する「感謝愛」や原告のグループ名等の観念を生じると理

解するものというべき特別な事情が存するとは考え難い。 

３ 本願商標について 15 

(1) 以上のとおり，本願商標は，その構成態様から，本件図形部分，ＴＨＡＮ

ＫＳ部分及びＡＩ部分が，視覚上，分離して看取されるものであるところ，

本件図形部分は，赤色で，左側に位置していることに加え，商品の出所等を

端的に表示するシンボルマークのような印象を与えるものである。 

 そして，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部分は，色彩が黒色と赤色とで異なる20 

としても，共に欧文字で横書きされているため，これらは，一体的に捉えら

れる場合があるものである。 

(2) また，本件図形部分は，特定の称呼及び観念は生じず，本願商標の指定商

品との関係において，商品の品質や特徴等を表示したものとは認められない

ものであり，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分は，「サンクスエーアイリレイテッドトゥ25 

ーハート」等の称呼が生じるものの，特定の観念は生じず，本願商標の指定
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商品との関係において，商品の品質や特徴等を表示したものとは認められな

いものであるから，これらは，いずれも出所識別機能を有するものであり，

それぞれが独立して自他商品の識別標識として機能するものである。 

(3) そして，本件図形部分が文字部分を具現化した図形である，または，本件

図形部分及びＴＨＡＮＫＳＡＩ部分が視覚上連続した構成である等の特別な5 

事情は存在しないため，本件図形部分及びＴＨＡＮＫＳＡＩ部分は，相互に

密接な関連性を有しているとはいえず，判読し得ない本件図形部分と判読可

能なＴＨＡＮＫＳＡＩ部分とが，必ずしも一体不可分としてのみ捉えられる

ものではないことから，本願商標は，本件図形部分とＴＨＡＮＫＳＡＩ部分

とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に10 

結合しているとはいえないものである。 

(4) さらに，一般的に，赤色は見る者に注意を促す色彩であり，かつ，その構

成中の文字部分が横書きされた商標は，左側から順に看取されるものである

ことからすると，本願商標の各構成部分がいずれも同じ高さで，連続的に横

一列で配置されているとしても，赤色で左側に配置され，商品の出所等を端15 

的に表示するシンボルマークのような印象を与える本件図形部分は，看者の

注意を引くものであって，これに接する需要者等に強く支配的な印象を与え

る部分といえるものである。 

 そうすると，本願商標に接する需要者等は，本件図形部分をその記憶にと

どめ，その外観をもって取引にあたる場合も決して少なくないといえる。 20 

(5) 以上によれば，本願商標は，本件図形部分のみを他人の商標と比較して商

標の類否を判断することも許されるというべきであるから，同部分が本願商

標の要部であると認定した上で引用商標と対比し，本願商標と引用商標が類

似すると判断した本件審決に誤りはない。 

第５ 当裁判所の判断 25 

 １ 取消事由１及び２について 
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   事案に鑑み，取消事由１及び２をまとめて判断する。 

  (1) 類否判断の手法について 

    商標の類否は，対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用され

た場合に，その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか

否かによって決すべきであるが，それには，使用された商標がその外観，観5 

念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に

考察すべく，しかも，その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る

限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最高裁昭

和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２

巻２号３９９頁，最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三10 

小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。 

    また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成

部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不

可分的に結合していると認められる場合においては，その構成部分の一部を

抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは，原則15 

として許されないが，その場合であっても，商標の構成部分の一部が取引者

又は需要者に対し，商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を

与える場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じ

ない場合などには，商標の構成部分の一部だけを取り出して，他人の商標と

比較し，その類否を判断することが許されるものと解される（最高裁昭和３20 

７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２

号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小

法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３

号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。 

    以下，上記の判断枠組みに沿って，本願商標及び引用商標の類否について25 

検討する。 
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  (2) 本願商標の構成について 

   ア 本願商標は，左側から順に，本件図形部分，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ

部分からなる結合商標であり，各構成部分は，同じ高さで横一列に，重な

り合うことなく配置されている。 

   イ 本件図形部分は，太さが均一でない赤色の線で描かれており，下方の１5 

点で交差する縦長ループを横に２つ並べたような図形である。また，本件

図形部分は，全体としてハート型様の形状となるように，２つの縦長ルー

プを一筆書きしたような図形であるとみることも可能である。 

   ウ ＴＨＡＮＫＳ部分は，「Ｔ」の欧文字，その右側に配置された同文字より

もやや高さが低い「ＨＡＮＫＳ」の欧文字，その上部に配置された小さめ10 

の「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」の欧文字からなり，これらの文

字は，いずれも黒色の線で描かれている。また，ＴＨＡＮＫＳ部分は，本

願商標のうち３分の２程度の幅を占めている。 

   エ ＡＩ部分は，赤色の線で描かれた「ＡＩ」の欧文字であり，本件図形部

分とほぼ同じ幅である。また，ＡＩ部分の「Ａ」の文字の中央の横線は，15 

横長の楕円形に図案化され，「ＡＩ」の文字の中段に同文字を取り巻くよう

に描かれている。もっとも，上記図案化の程度は低く，ＡＩ部分は，図形

ではなく文字として認識されるものといえる。 

  (3) 分離観察の可否について 

   ア 外観からの検討 20 

(ア) 上記(2)のとおり，本願商標においては，左側から順に，赤色の図形

である本件図形部分，黒色の文字であるＴＨＡＮＫＳ部分及び赤色で多

少図案化された文字であるＡＩ部分が，重なり合うことなく配置されて

いるところ，このような色彩や構成の違いからすれば，各構成部分は，

同じ高さで横一列に配置されてはいるものの，それぞれが独立したもの25 

であるとの印象も与え，視覚上分離して認識され得るものといえる。 
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(イ) また，上記(2)のとおり，ＴＨＡＮＫＳ部分は，目につきやすい中央

部に相当程度の幅で表されており，看者の目を引きやすいとはいえるも

のの，他方で，一般に，赤色は黒色よりも注意を引きやすい色彩である

といえることからすれば，本願商標に接した者は，ＴＨＡＮＫＳ部分の

みならず，赤色の本件図形部分及びＡＩ部分にも注意を引かれるものと5 

いえる。 

(ウ) さらに，上記(ア)及び上記(2)エのとおり，ＡＩ部分は，他の構成部

分と視覚上分離して認識され得るものといえるが，他方で，図形ではな

く文字として認識されるものといえることからすれば，ＴＨＡＮＫＳ部

分と併せて一連の欧文字の列として認識されることもあるといえる。 10 

(エ) 以上の各事情を併せ考慮すると，本願商標に接した者は，各構成部

分がそれぞれ独立したものと認識するか，又は図形である本件図形部分

と文字であるＴＨＡＮＫＳＡＩ部分とに分けられるものと認識すると

いえる。 

   イ 称呼及び観念からの検討 15 

   (ア) 上記(2)イのとおり，本件図形部分は，２つの縦長ループを横に２つ

並べたか，又は全体としてハート型様の形状となるように一筆書きした

図形であるとみることができるところ，その形状や色彩を見ても，大き

な特徴がある図形であるとはいい難く，何らかの意味合いを表すものと

して認識されるものとはいえないから，同部分からは，特定の観念は生20 

じず，何らの称呼も生じない。 

(イ) ＴＨＡＮＫＳ部分についてみるに，同部分のうち「ＴＨＡＮＫＳ」

の欧文字は，平易な英語である「ｔｈａｎｋ」の複数形であり，「サンク

ス」との称呼が生じる上，その訳に従って「感謝」等の観念が生じると

いえるものの，それ以上の特定の観念が生じるものとはいえない。 25 

また，「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」の欧文字は，比較的平易
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な英語であるといえるところ，「リレイテッドトゥーハート」との称呼が

生じる上，その訳に従って「心に関連する」といった観念が生じるとい

えるものの，それ以上の特定の観念が生じるものとはいえない。 

(ウ) ＡＩ部分についてみるに，「ＡＩ」の欧文字は，人工知能を意味する

略語として広く知られていることからすれば，「エーアイ」との称呼が生5 

じる上，「人工知能」の観念が生じるといえるものの，それ以上の特定の

観念が生じるものとはいえない。 

(エ) 以上のとおり，本件図形部分，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部分は，

称呼の面からみても，観念の面からみてもばらばらであり，統一性のあ

る称呼ないし観念によって結び付けられているとはいえないから，本願10 

商標は，称呼，観念の観点から不可分であるということもできない。 

   ウ まとめ 

    (ア) 上記ア及びイで検討したとおり，本願商標の各構成部分は，それぞ

れが独立したものであるとの印象を与え，視覚上分離して認識されるも

のといえる上，称呼，観念の観点から不可分であるともいえず，他に，15 

その不可分一体性を認めるべき事情も見当たらない。 

そうすると，本件図形部分とその他の構成部分とは，本件図形部分の

みを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分

的に結合しているものとは認められない。 

(イ) したがって，本件図形部分を分離して観察することは可能であると20 

いうべきところ，本件図形部分は，相応の特徴を備えている上，それが，

看者の注意を引きやすい赤色で描かれた図形であることや，最も左側に

配置されていることなども併せ考慮すると，本願商標に接した者は，本

件図形部分を，単なる装飾ではなく，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部分と

は独立したシンボルマークのようなものと認識するものといえるから，25 

これを要部として観察することも許されるというべきである。 
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(ウ) 以上検討したところによれば，本件においては，本願商標から本件

図形部分を抽出し，同部分のみを他人の商標と比較して類否を判断する

ことが許されるというべきである。 

      したがって，取消事由１及び２は，いずれも理由がない。 

 ２ 原告の主張について 5 

(1) 原告は，本願商標は会社名とシンボルマークとを組み合わせた企業ロゴ

であり，需要者等はその全体を企業ロゴとして認識するか，又は会社名の表

記部分に着目するのが通常であるから，全体を一体的に観察すべきである旨

主張する。 

  しかしながら，いわゆる企業ロゴに接した需要者等が，図形やマーク部分10 

のみに注意を引かれることも当然にあり得るというべきであるから，企業ロ

ゴについて，常に全体を一体的に観察すべきであるとはいえない。また，上

記１で検討したとおり，本件図形部分は，本願商標の外観上，他の構成部分

と一体のものと認識されるものではなく，また，相応に目立つ態様で表示さ

れているといえるのであるから，本願商標に接した者が，本件図形部分のみ15 

に注意を引かれることは十分にあり得るというべきである。 

  したがって，原告の上記主張を採用することはできない。 

(2) 原告は，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分の称呼及び観念に関して，同部分は原告の

グループ名「ＴＨＡＮＫＳＡＩ（サンクスアイ）」を表すものであり，同部分

からは「サンクスアイ」等の称呼が生じ，また，原告グループのモットーで20 

ある「感謝愛」等の観念が生じる上，これに伴って，他の構成部分からも共

通する観念が生じる旨主張する。 

  そこで検討するに，証拠（甲３ないし７，９の１及び２，甲１０，１１）

及び弁論の全趣旨によれば，原告が，サンクスアイ株式会社との名称のグル

ープ会社を有し，指定商品に係る同社の事業において本願商標を使用してい25 

ることが認められる上，原告は，グループ全体で，「感謝」，「愛」等を企業イ
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メージとして事業活動を行ってきたことがうかがわれる。 

しかしながら，この点が，取引の実情として主張されているのだとすれば，

上記事情は，原告の現状の取引状況に基づく個別的な事情であって，取引状

況として考慮することが許される，その指定商品全般についての一般的，恒

常的事情（最高裁昭和４７年（行ツ）第３３号同４９年４月２５日第一小法5 

廷判決・審決取消訴訟判決集昭和４９年４４３頁参照）といえるかどうかは

疑問である。また，この点を措くとしても，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部分

は，いずれも比較的平易な英語や広く知られた略語であるところ，本件各証

拠をもっても，本願商標の指定商品の取引者や需要者の間において，原告の

グループ名や企業イメージが広く知られていたものとまでは認められないこ10 

とからすれば，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分から直ちに原告のグループ名や企業イ

メージを表すような特定の称呼や観念が生じるものとはいえない。 

  したがって，原告の上記主張を採用することはできない。 

(3) 原告は，原告のグループ名を表すＴＨＡＮＫＳＡＩ部分の自他商品識別

標識としての機能は極めて強いのに対して，本件図形部分は，よくあるリボ15 

ンモチーフを重ねてハート型様にするなどの単純な構成からなる上，同部分

から特定の称呼や観念が生じないというのであれば，同部分には自他商品識

別標識としての機能はないか，極めて弱い識別力しかない旨主張する。 

  しかしながら，上記(2)で検討したとおり，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分から直ち

に原告のグループ名や企業イメージを表すような特定の称呼や観念が生じる20 

ものとはいえないことからすれば，同部分が，本願商標の指定商品との関係

において，殊更に強い出所識別機能を有するものとはいえない。 

  他方で，上記１で検討したとおり，本件図形部分は，本願商標において相

応に目立つ態様で表示されているといえる上，相応の特徴を備えており，看

者の注意を全く引かないほど単純な構成であるとまではいえないことからす25 

れば，同部分は，本願商標の指定商品との関係において，一定程度の出所識
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別機能を有するものというべきである。 

  そうすると，他の構成部分と比較しても，本件図形部分は，本願商標の指

定商品との関係において，これを要部として抽出して同部分のみを他人の商

標と比較して類否を判断することが許される程度の出所識別機能を有するも

のといえる。 5 

  したがって，原告の上記主張を採用することはできない。 

(4) このほか，原告は，種々の主張をするが，これまで検討したところに照ら

すと，いずれも前記の結論を左右するものではなく，採用することはできな

い。 

３ 小括 10 

 (1) 上記１で検討したとおり，本件においては，本願商標から本件図形部分を

抽出し，同部分のみを他人の商標と比較して類否を判断することが許される

というべきである。 

そして，本件図形部分及び引用商標は，色彩が異なるものの，それ以外の

構成は同一である上，いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるこ15 

とからすれば，類似の商標であると認められる。 

  (2) また，本願商標の指定商品のうち第３類「化粧品，せっけん類，歯磨き，

香料」は引用商標の指定商品と共通するから，本願商標の指定商品及び引用

商標の指定商品は，同一又は類似の商品であると認められる。 

  (3) したがって，本願商標は，引用商標との関係において，商標法４条１項１20 

１号に該当するものと認められる。 

４ 結論 

以上によれば，本願商標について登録することができないものであるとした

本件審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由は，いずれも理由がな

い。 25 

よって，原告の請求は，理由がないからこれを棄却することとして，主文の



 

 

19 

とおり判決する。 

 

     知的財産高等裁判所第３部 

 

 5 

 

          裁判長裁判官                      

鶴   岡   稔   彦 
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             裁判官                      

中   平       健 
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             裁判官                      

都   野   道   紀 
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（別 紙） 

 

 

１ 本願商標 

 5 

 

 

（指定商品） 

第３類「化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，

口臭用消臭剤，動物用防臭剤」 10 

 

 

２ 引用商標 

 

 15 

 

  （指定商品） 

    第３類「せっけん類，歯磨き，化粧品，香料」 


